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当施設は介護保険の指定を受けています。 
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 当施設はご契約者に対して、指定介護老人福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただだきたいことを次の通り、ご説明致します。 

 

 

 

※ 当施設へのご利用は、原則として、要介護認定の結果『要介護』と認定された方が 

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもご入居は可能です。 
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１． 施設経営法人 

（１） 法 人 名    社会福祉法人 ほしの会 

（２） 法人所在地    〒535‐0005 大阪市旭区赤川 2丁目 1番 20 号 

（３） 電 話 番 号    06‐6924‐0030 

（４） 代表者氏名    理事長 池田 美佐子 

（５） 設 立 年 月    平成 10 年 1 月 13 日 

 

２． 施設概要 

（１） 施 設 種 類    指定介護老人福祉施設 

（２） 施 設 名 称    特別養護老人ホーム ライフカーサ 

（３） 施設所在地    〒557‐0034 大阪市西成区松 3丁目 12 番 35 号 

（４） 電 話 番 号    06‐6661‐0999 

（５） ＦＡＸ番号    06‐6661‐0998 

（６） 施設(管理者)氏名 施設長 池田 勇 

（７） 開 設 年 月    平成 27 年 12 月 1 日 

（８） 入 居 定 員    100 名 

（９） 施設目的及び運営方針 

施設は施設サービス計画基づき、可能な限り、在宅における生活への復帰を念頭において

入浴・排泄・食事の介助、相談及び助言、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世

話・機能訓練・健康管理及び療養上の介護を行うことにより、利用者が有する能力に応じた

自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。 

 施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って施設サービスの提供

に努める。 

 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行う。 

保険者・居宅介護支援事業所・居宅サービス事業者・他の介護保険施設・他の保険福祉サー

ビス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。 

 

３． 居室等概要 

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） 100 室  

共同生活室 10 室  

浴 室 10 室 機械浴・特殊浴槽 

医 務 室 1 室  

※１. 上記は、厚生労働省の定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけら 

れている施設設備です。 

※２. 居室の変更：ご契約者の心身の状況により、居室を変更する場合があります。 
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４． 職員配置状況 

 当施設では、ご契約者に対して、指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下

の職種を配置しています。 

介護職員 

職 種 基準数 職員数 勤 務 
１Ｆ・３Ｆ・

４Ｆ・５Ｆ 
２Ｆ 

1. 施設長（管理者） １名 １名 
早出 ２名 ３名 

2. 生活相談員 ２名 １名 

3. 介護支援専門員 ２名 ２名 
日勤 ２名 ２名 

4. 介護職員 ３７名 ４２名 

5. 看護職員 ３名 ３名 
遅出 ２名 ３名 

6. 機能訓練指導員 １名 １名 

7. 医師 １名 １名 
夜勤 １名 ２名 

8. 管理栄養士 １名 １名 

 

５． 当施設が提供するサービスと利用料金 

（１） サービス内容 

① 食事支援 

 当施設では、管理栄養士の立てる献立により、栄養並びにご契約者の身体及び嗜好

を考慮した喫食の支援をします。 

 ご契約者の自立支援の為、離床して食堂にて食事を摂っていただくことを原則と

しています。 

【 食事時間 】 

 朝食 ８：００～   昼食 １２：００～   夕食 １８：００～ 

② 入浴支援 

 入浴又は清拭を週２回以上行います。 

 寝たきりでも機械浴槽を使用し、入浴することができます。 

③ 排泄支援 

排泄の自立を促す為、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

機能訓練指導により、ご契約者の心身の状況に応じて、日常生活を送るにあたり、必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 健康管理 

医師や看護職員が健康管理を行います。 

⑥ その他、自立への支援 

 寝たきり防止のため、出来る限り離床に配慮します。 

 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

（２） 利用料金 

① 介護保険の給付対象となるサービス（契約書 第３条参照） 

以下のサービスについては、利用料金の通常９割（一部８割）が介護保険から給付され

ます。 

ア. サービス金額 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

サービス利用金額（１日あたり） 7,182 円 7,933 円 8,737 円 9,498 円 10,238 円 

自己負担金額（１割負担） 718 円 793 円 874 円 950 円 1,024 円 

自己負担金額（２割負担） 1,436 円 1,587 円 1,747 円 1,900 円 2,048 円 

自己負担金額（３割負担） 2,155 円 2,380 円 2,621 円 2,850 円 3,071 円 
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イ. 各種加算内容（対象者のみ） 

種類 内容 単位数 料金 自己負担額 

常勤医師配置加算 常勤の医師を 1名以上配置 25 単位/日 268 円/日 27 円/日 

精神科医療養指導加算 定期的な療養指導を月 2 回以上実施 5 単位/日 54 円/日 5 円/日 

看護体制加算Ⅰ 常勤の看護師を 1 名以上配置 4 単位/日 43 円/日 4 円/日 

看護体制加算Ⅱ 

常勤の看護師を入所者の数が25名毎に 1名以上配置 

病院等の看護職員と連携し、24 時間連絡できる体制

を確保できる体制を確保していること 

8 単位/日 86 円/日 9 円/日 

配置医師緊急時対応加算 

配置医師と協力医療機関の医師が連携し、24 時間対

応できる体制路確保していること 

配置医師が施設の求めに応じて通常の勤務時間外・

朝・夜間・深夜に施設に訪問して診療を行い、診療を

行った理由を記録すること 

通常の 

勤務時間外 

325 単位/回 

早朝・夜間 

650 単位/回 

深夜 

1,300 単位/回 

通常の 

勤務時間外 

3,484 円/回 

早朝・夜間 

6,968 円/回 

深夜 

13,936 円/回 

通常の 

勤務時間外 

348 円/回 
早朝・夜間 

697 円/回 
深夜 

1,394 円/回 

個別機能訓練加算Ⅰ 
機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士

等を 1 名以上配置 
12 単位/日 129 円/日 13 円/日 

個別機能訓練加算Ⅱ 
個別機能訓練計画の内容等を厚生労働省へ提出し、

機能訓練の実施に当って当該情報を活用すること 
20 単位/月 214 円/月 21 円/月 

個別機能訓練加算Ⅲ 

理学療法士等が個別機能訓練計画の内容等に入所者

の口腔の健康状態に関する情報を組み込み、入所者

の栄養状態に関する情報を相互に共有していること 

20 単位/月 214 円/月 21 円/月 

日常生活継続支援加算 

･算定日の属する月の前 6 月間又は前 12 月間におけ

る新規入所者の総数の内、要介護 4 又は要介護 5 の

者の占める割合が 70％以上 

･日常生活に支障のある症状又は認知症である者の

占める割合が 65％以上であること 

･入所者の数が6又はその端数を増すごとに介護福祉

士を 1 以上配置 

46 単位/日 493 円/日 49 円/日 

夜勤職員配置加算Ⅱ 
夜勤を行う介護職員の数が最低基準を 1 以上上回っ

ている場合 
18 単位/日 193 円/日 19 円/日 

夜勤職員配置加算Ⅳ 
夜勤職員配置加算Ⅱの要件に加え、喀痰吸引業務の

登録もしくは特定行為業務の登録を受けていること 
21 単位/日 225 円/日 23 円/日 

生産性向上推進体制加算Ⅰ 

生産性向上推進体制加算Ⅱの要件を満たし、そのデ

ータにより業務かいぜんの取り組みによる成果が確

認されていること 

見守り機器等のテクノロジーを複数導入しているこ

と 

100 単位/月 1,088 円/日 109 円/日 

生産性向上推進体制加算Ⅱ 

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職

員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会

に開催や必要な安全対策を講じた上で生産性向上ガ

イドラインに基づいた改善活動を継続的に行ってい

ること 

見守り機器等のテクノロジーを 1 つ以上導入してい

ること 

10 単位/月 109 円/日 11 円/日 

安全対策体制加算 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安

全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施する

体制が整備されていること 

20 単位/回 214 円/日 21 円/日 

栄養マネジメント強化加算 

管理栄養士を 1 名以上配置 

低栄養状態のリスクに対して食事の調整等を実施

し、入所者毎の栄養状態等の情報を厚生労働省へ提

出し、栄養管理の実施に当たり、当該情報を活用する

こと 

11 単位/日 118 円/日 12 円/日 

経口維持加算Ⅰ 
摂食障害を有している者において、継続的に計画を

作成し、実施すること 
400 単位/月 4,288 円/日 429 円/日 

経口維持加算Ⅱ 
経口維持加算Ⅰの内容に歯科医師等、専門知識を有

する者と共同して実施すること 
100 単位/月 1,072 円/日 107 円/日 

経口移行加算 
経管栄養から経口栄養に移行されるものにおいて計

画を作成し、実施すること 
28 単位/日 300 円/日 30 円/日 

療養食加算 療養食を提供 6 単位/回 64 円/回 6 円/回 

口腔衛生管理加算Ⅰ 

歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者に対

し、口腔ケアを行い、歯科衛生士が介護職員に対し、

具体的な技術的助言及び指導を行うこと 

90 単位/月 965 円/月 97 円/月 

口腔衛生管理加算Ⅱ 
口腔衛生管理加算Ⅰの要件に加え、口腔衛生等の管

理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省へ提出
110 単位/月 1,179 円/月 118 円/月 
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し、口腔衛生等の管理の実施に当たり、当該情報を活

用すること 

ADL 維持加算Ⅰ 

利用者等全員について Barthel Index を適切に評価

できるものが ADL 値を測定し厚生労働省へ提出して

いること 

30 単位/月 321 円/月 32 円/月 

ADL 維持加算Ⅱ 

ADL 維持加算Ⅰの要件を満たし、評価対象利用者等の

調整済み ADL 利得を平均して得た値が 3 以上である

こと 

60 単位/月 643 円/月 64 円/月 

褥瘡マネジメント加算Ⅰ 

褥瘡ケア計画を作成し、その計画に従い褥瘡管理を

実施するとともにその管理の内容や入所者ごとの状

態について低的に記録していること 

3 単位/月 32 円/月 3 円/月 

褥瘡マネジメント加算Ⅱ 

褥瘡マネジメント加算Ⅰの算定用件を満たしている

施設において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発

生するリスクがあるとされた入所者等について褥瘡

の発生のないこと 

13 単位/月 139 円/月 14 円/月 

排せつ支援加算Ⅰ 

評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状

態の軽減が見込まれる者について支援計画を作成

し、支援を継続して実施していること 

10 単位/月 107 円/月 11 円/月 

排せつ支援加算Ⅱ 

排せつ支援加算Ⅰの算定用件を満たしている施設に

おいて、施設入所時と比較して排せつの状態が改善

するとともに悪化がない又はおむつ使用から使用な

しに改善していること 

15 単位/月 161 円/月 16 円/月 

排せつ支援加算Ⅲ 

排せつ支援加算Ⅰの算定用件を満たしている施設に

おいて、施設入所時と比較して排せつの状態が改善

するとともに悪化がない且つおむつ使用から使用な

しに改善していること 

20 単位/月 214 円/月 21 円/月 

科学的介護推進体制加算Ⅰ 

入所者ごとの ADL 値･栄養状態･口腔機能･認知症の状

況その他心身の状況に係る基本的な情報を厚生労働

省へ提出し、必要に応じてサービス計画を見直すな

ど、当該情報等を活用すること 

40 単位/月 429 円/月 43 円/月 

科学的介護推進体制加算Ⅱ 

科学的介護推進体制加算Ⅰの要件に加え、疾病の状

況や服薬情報等も併せて厚生労働省へ提出し、必要

に応じてサービス計画を見直すなど、当該情報等を

活用すること 

50 単位/月 536 円/月 54 円/月 

自立支援促進加算 

医師が入所者ごとに入所時に自立支援の為評価を行

うとともに医学的評価を行い、自立支援に係る支援

計画等の策定に参加している 

多職種が連携し、支援計画に沿ったケアを実施 

280 単位/月 3,002 円/月 300 円/月 

協力医療機関関連連携加算 

協力医療機関との間で入所者等の同意を得て当該入

所者等の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開

催していること 

要件を満たしていない協力医療機関と連携している

場合は 5単位/月 

R7.3/31 まで 

100 単位/月 

R7.4/1 から 

50 単位/月 

R7.3/31 まで 

1,072 円/月 

R7.4/1 から 

536 単位 

R7.3/31 まで 

107 円/月 

R7.4/1 から 

54 単位 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ 

医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行

う体制を確保し、感染症発生時等に協力医療機関等

に連携し適切に対応していること 

10 単位/月 107 円/月 11 円/月 

高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ 

診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行

った医療機関から 3 年に 1 回以上施設内で感染者が

発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けて

いること 

5 単位/月 54 円/月 5 円/月 

初期加算 
入所日から 30 日を限度に 1 日毎に加算（30 日を超え

る入院後に再入所した場合も同様に加算） 
30 単位/月 321 円/月 32 円/月 

外泊時費用 入院又は外泊の際、1 月に 6 日を限度に加算 246 単位/月 2,637 円/月 264 円/月 

認知症行動・心理症状緊急対応 

加算 

医師が認知症の行動･心理症状が認められるため、在

宅での生活が困難であり、緊急に入所することが適

当であると判断した者に対し、指定介護福祉施設サ

ービスを行った場合 

200 単位/日 2,144 円/日 214 円/日 

若年性認知症入所者受入加算 
若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めてい

ること 
120 単位/日 1,286 円/日 129 円/日 

退所前訪問相談援助加算 

当該入所者の退所に先立って退所後生活する居宅を

訪問し、居宅サービス等について相談援助を行った

場合 

460 単位/回 4,931 円/回 493 円/回 

退所前連携加算 

当該入所者の退所に先立って希望する指定居宅介護

支援事業者に対して介護状況を示す文書を添えて居

宅サービス等に必要な情報を共有し、かつ、居宅サー

ビス等の利用に関する調整を行った場合 

500 単位/回 5,360 円/回 536 円/回 

退所時相談援助加算 当該入所者の退所時に居宅サービス等について相談 400 単位/回 4,288 円/回 429 円/回 
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援助を行い、かつ、居住地を管轄する市町村等に対し

て、介護状況を示す文書を添えて居宅サービス等に

必要な情報を提供した場合 

退所時情報提供加算 
医療機関へ退所する入所者等について紹介する際、

心身の状況・生活歴等を示す状況を提供した場合 
250 単位/回 2,680 円/回 268 円/回 

退所時栄養情報連携加算 

退所先の医療機関等に対して、療養食を必要とする

又は低栄養状態にあると医師が判断した入所者の栄

養管理に関する状況を提供した場合 

70 単位/回 750 円/回 75 円/回 

退所後訪問相談援助加算 

退所後 30 日以内に当該入所者の居宅を訪問し、相談

業務を行った場合 

居宅ではなく社会福祉施設等(病院・介護保険施設を

除く)を訪問し、連絡調整・情報提供を行った場合 

460 単位/回 4,931 円/回 493 円/回 

看取り介護加算Ⅰ 

死亡日 45 日前～31 日前 72 単位/日 772 円/日 77 円/日 

死亡日 30 日前～4 日前 144 単位/日 1,544 円/日 154 円/日 

死亡日前々日・前日 680 単位/日 7,290 円/日 729 円/日 

死亡日 1,280 単位/日 13,722 円/日 1,372 円/日 

看取り介護加算Ⅱ 

死亡日 45 日前～31 日前 72 単位/日 772 円/日 77 円/日 

死亡日 30 日前～4 日前 144 単位/日 1,544 円/日 154 円/日 

死亡日前々日・前日 780 単位/日 8,362 円/日 836 円/日 

死亡日 1,580 単位/日 16,938 円/日 1,694 円/日 

介護職員処遇改善加算Ⅰ 所定単位数の 14.0％を加算 

※ ご契約者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いただき

ます。 

要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険より払い戻されます（償還払い）。 

償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した『サー

ビス提供証明書』を交付致します。 

 

② 介護保険の給付対象とならないサービス（契約書 第４条・第５条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 
 

ア. 食費・居住費  ※１日あたり 

利用者負担段階区分 
預貯金額等 

(夫婦の場合) 
食 費 居住費 

日 額 

合 計 

第１段階（生保・福祉年金等） 
 生活保護受給者 

 世帯全員が市町村民税非課税である・老齢福祉年金受給者 

1,000 万円 
(2,000 万円）以下 

300 円 880 円 1,180 円 

第２段階（年金収入 80 万円） 
 世帯全員が市町村民税非課税 

 合計所得金額と課税年金収入額が 80 万円以下 

650 万円 
(1,650 万円）以下 

390 円 880 円 1,270 円 

第３段階①（年金収入 120 万円以下） 
 世帯全員が市町村民税非課税 

 利用者負担段階 1・2 段階以外 

550 万円 
(1,550 万円）以下 

650 円 1,370 円 2,020 円 

第３段階②（年金収入 120 万円超） 
 世帯全員が市町村民税非課税 

 利用者負担段階 1・2 段階以外 

500 万円 
(1,550 万円）以下 

1,360 円 1,370 円 2,730 円 

第４段階（課税層） 
 本人が市町村民税課税 

 本人が市町村民税非課税であるが、同世帯の中に市

町村民税課税者がいる場合 

 1,570 円 2,066 円 3,636 円 

※ 食費・居住費に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に    

記載されている負担限度額となります。 

※ 居住費については、入院又は外泊中も料金が発生します。 

但し、入院又は外泊中もベッドをご契約者の同意を得た上で（介護予防）短期入所者生

活介護に利用する場合は、料金は発生致しません。 

イ. 特別食 

1 ヶ月に１度程度の頻度で、季節に合った料理を提供しております。 
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また、ご契約者のご希望に基づいて、特別な食事を提供致します。 

ウ. 理髪（美容）サービス 

月に２回、美容師の出張による調髪サービスをご利用いただけます。 

その他、カラーやパーマ等のオプションあり。 

エ. 喫茶サービス 

当施設１階の喫茶ルームにて喫茶サービスをご利用いただけます。 

オ. レクリエーション・クラブ活動 

ⅰ）レクリエーション … 新年の宴、お花見、秋祭り等 

ⅱ）クラブ活動    … 料理、手工芸、書道等 

カ. 日常生活上、必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただ

くことが適当であるものに係る費用を負担いただきます。 

（例） 居室内で使用される電気代 

キ. 事務管理費 

事務管理費として、保険証類（介護保険関係証類、医療保険関係証類）の預かりや

事務処理手続き等を行います。 

○ 1 ヶ月あたり  1,800 円（非課税） 

 

ク. 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とする場合は下記の通り実費を負担いただきます。 

○ 領収書の再発行   １枚につき  100 円（非課税） 

○ 上記以外の複写物  １枚につき   30 円（非課税） 

※ 上記に定める利用料については、経済状況の著しい変化やその他やむを得ない事 

由がある場合、相当な額に変更することがあります。 

その場合、事前に変更の内容と事由について事前にご説明致します。 

③ 利用料のお支払い方法（契約書 第６条参照） 

前記①、②の料金・費用は 1ヶ月毎に計算し、ご請求致します。 

翌月 20 日までに下記の方法でお支払下さい。（1 ヶ月に満たない期間のサービスに関す

る利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額となります。） 

【金融機関口座からの自動引き落とし】 

ご利用できる金融機関 ： 三井住友銀行・郵便局 

④ 入居中の医療の提供について 

 医療を必要とする場合は、ご希望により下記協力病院において診察や入院治療を受け

ることができます。 

但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。 

また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもありません。 

 協力医療機関 ① 

医療機関名称 社会医療法人 三宝会 南港病院 

診 療 科 目  
整形外科・外科・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科・

放射線科 

所 在 地 〒559‐0011 大阪市住之江区北加賀屋 2丁目 11番 15 号 

電 話 番 号  0570‐06‐2323 
 

 協力医療機関 ② 

医療機関名称 社会医療法人 景岳会 南大阪病院 

診 療 科 目  

内科・消化器内科・循環器内科・消化器外科・乳腺外科・ 

泌尿器科・胸部外科・整形外科・耳鼻咽喉科・眼科・皮膚科・ 

放射線科・病理診断科・麻酔科 

所 在 地 〒559‐0012 大阪市住之江区東加賀屋 1丁目 18番 18 号 
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電 話 番 号  06‐6685‐0221 
 

 協力医療機関 ③ 

医療機関名称 医療法人 嘉健会 思恩病院 

診 療 科 目  
内科・胃腸内科・外科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーシ

ョン科 

所 在 地 〒557‐0034 大阪市西成区松 1丁目 1番 31 号 

電 話 番 号  06‐6657‐3711 
 

 協力歯科医療機関 ① 

医療機関名称 医療法人 健志会 ミナミ歯科クリニック 

所 在 地 
〒559‐0012 大阪市淀川区西中島 5丁目 12番 15号 

新大阪浪速ビル２階 

電 話 番 号  06‐6885‐8214 
 

 協力歯科医療機関 ② 

医療機関名称 医療法人 崇徳会 ヨシエ総合歯科医院 

所 在 地 
〒559‐0012 大阪市西区北堀江 2丁目 2番 28 号 

グラントピア西大橋１階 

電 話 番 号  06‐6543‐1818 

 

６． 施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

 当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めておりません。 

従って、以下のような事由が無い限り、継続してサービスを利用することが出来ますが、仮にこ

のような事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していた

だくこととなります。（契約書 第１４条） 

（１） ご契約者から退所の申し出【中途解約・契約解除】（契約書 第１５条・第１６条参照） 

 契約の有効期間であってもご契約者から当施設の退所を申し出ることが出来ます。 

その場合には、退所を希望する日の 7日前までに解約届出書をご提出下さい。 

但し、以下の場合には、即時に契約を解除・解約し、施設を退所することが出来ます。 
 

 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意出来ない場合 

② ご契約者が入院された場合 

③ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく、本契約に定める介護福祉施設サービ

スを実施しない場合 

④ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者もしくはサービス従事者の故意又は過失により、ご契約者の身体・財物・信用等

に傷付け、又は著しい不信行為・その他、本契約を継続し難い重大な事情が認められる

場合 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等に傷付ける恐れがある場合において、事業

者が適切な対応をとらない場合 
 

（２） 事業者からの申し出により退所していただく場合【契約解除】（契約書 第１７条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 
 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ

を告げず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがたい重大な事情を生

じさせた場合 

② ご契約者によるサービス利用料金の支払いが遅延し、催告にも関わらず、これが支払わ
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れない場合 

③ ご契約者が故意又は重大な過失により、事業者又はサービス事業者もしくは他のご利用

者等の生命・身体・財物・信用等を傷付け、又は著しい不信行為を行うことなどによっ

て、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ ご契約者が連続して 3ヶ月を超えて病院又は診療所に入院すると見込まれる場合 

⑤ ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護医療院に入院した場合 
 

（３） 当施設入所中に医療機関への入院の必要性が生じた場合の対応は、以下の通りです。 

入院又は外泊中も居住費が発生致します。 

但し、入院中又は外泊中にベッドを（介護予防）短期入所者生活介護に利用する場合は、当

該入所者から居住費を徴収せず、（介護予防）短期入所者生活介護利用者より居住費を徴収致

します。 

① 検査入院等 7日間以内の短期入院・外泊 

7 日以内の入院・外泊の場合、入院期間中であっても、上記居住費とは別に所定の利用料

金をご負担いただきます。 

1 日あたり  2,637 円（自己負担金額 264 円） 

② 3 ヶ月以内の入院 

3 ヶ月以内に退院すれば、再び優先的に当施設に入所することが出来ます。 

但し、入院時に予定された退院日よりも早く退院した場合等、退院時に当施設の受入準

備が整っていない時には、併設されている（介護予防）短期入所生活介護の居室をご利

用していただく場合があります。 

③ 3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合 

3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約解除となります 

この場合には、当施設に再び優先的に入所することは出来ません。 

（４） 円滑な退所のための援助（契約書 第１８条参照） 

ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身の

状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に対

して速やかに行います。 
 

 適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

 居宅介護支援事業者の紹介 

 その他、保険医療サービス又は福祉サービス提供者の紹介 
 

 

７． 残置物引取人（契約書 第２１条参照） 

 契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。 

但し、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身が

引き取れない場合に備えて『残置物引取人』を定めていただきます。 

当施設は、『残置物引取人』にご連絡の上、残置物を引き取っていただき、引き渡しに係る費用

については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

※ 入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結することは 

可能です。 

 

８． 緊急時における対応方法 

（１） 緊急時等の対応 

 当施設において、ご利用者に病状の急変が生じた場合は速やかに主治医又は予め施設が定

めた協力医療機関への連絡を行うと共に必要な処置を行います。 

（２） 事故発生時の対応 

 ご利用者に対する介護サービスの提供により、事故が発生した場合は、速やかに保険者及
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びご利用者のご家族に連絡を行うと共に必要な処置を行います。 

また、ご利用者に対する賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行います。 

 

９． 非常災害対策 

（１） 施設に災害対策に関する担当者（防火管理者）を置き、非常災害対策に関する取り組みを

行います。 

災害対策に関する担当者（防火管理者）【職・氏名】：施設長 池田 勇 

（２） 消防法に準拠して非常災害関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び

連携体制を整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

（３） 非常災害に備えて定期的に避難・救出・夜間想定を含めその他必要な訓練を年２回以上行

います。 

（４） 防災設備 … スプリンクラー・消化器・消火栓 

 

１０． 虐待防止について 

施設は、入所者等の人権の擁護・虐待の防止等の為に次に掲げる通り、必要な措置を講じます。 

（１） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 【職・氏名】：施設長 池田 勇 

（２） 成年後見制度の利用を支援致します。 

（３） 虐待等に関する苦情解決体制を整備しています。 

（４） 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。 

 

１１． 身体拘束原則禁止について 

施設は指定介護老人福祉施設サービスの提供にあたり、当該入所者又は他の入所者等の生命

又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行う場合には、次の手続

きにより行う。 

（１） 身体拘束廃止委員会を設置する。 

（２） 身体拘束に係る態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった

理由を記録する。 

（３） 入所者又はご家族に説明し、その他の方法が無かったか改善方法を検討する。 

 

１２． 苦情受付について（契約書 第２３条） 

（１） 当施設における苦情受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けています。 

 苦情受付窓口（担当者） 

職・氏名：介護課長 宮岡 加奈子 

電話番号：06‐6661‐0999 

 受付時間 ９：００～１８：００ 

また、苦情受付ボックスを各階に設置しています。 

（２） 行政機関その他苦情受付期間 

大阪市西成区役所 

保健福祉課介護保険係 

所 在 地 大阪市西成区岸里 1 丁目 5 番 20 号 

電話番号 06‐6659‐9859 

Ｆ Ａ Ｘ 06‐6659‐9468 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時半（土・日・祝を除く） 

大阪市阿倍野区役所 

保健福祉課介護保険係 

所 在 地 大阪市阿倍野区文の里 1丁目 1 番 40 号 

電話番号 06‐6622‐9859 

Ｆ Ａ Ｘ 06‐6621‐1434 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時半（土・日・祝を除く） 
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大阪府国民健康保険団体連合会 

介護保険室 

所 在 地 大阪市中央区常盤 1 丁目 3 番 8 号 

中央大通ＦＮビル 5 階 

電話番号 06‐6949‐5309（代表） 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝を除く） 

大阪府社会福祉協議会 

運営適正化委員会 

「福祉サービス苦情解決委員会」 

所 在 地 大阪市中央区谷町 7 丁目 4 番 15 号 

大阪府社会福祉会館 2 階 

電話番号 06‐6191‐3130 

Ｆ Ａ Ｘ 06‐6191‐5660 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝を除く） 

大阪市西成区社会福祉協議会 

所 在 地 大阪市西成区岸里 1 丁目 5 番 20 号 

電話番号 06‐6656‐0080 

Ｆ Ａ Ｘ 06‐6656‐0083 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝を除く） 

大阪市高齢施策部介護保険課 

（指定・指導グループ） 

所 在 地 大阪市中央区船場中央 3丁目 1 番 7 号 331 

船場センタービル 7 号館 3 階 

電話番号 06‐6241‐6310～14 

Ｆ Ａ Ｘ 06‐6241‐6608 

受付時間 午前 9 時～午後 5 時半 

（土・日・祝・年末年始を除く） 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

 指定介護老人福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき、重要事項の説明を行いまし

た。 

指定介護老人福祉施設  特別養護老人ホーム ライフカーサ 

説明者 職・氏名                    ㊞ 

 

 私は本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定介護老親福祉施設サービスの提供

開始に同意しました。 

利用者 住 所 

氏 名                    ㊞ 

 

※ この重要事項証明書は、厚生労働省 39 号（平成 11年 3月 31 日）第 4条の規定に基づき、

入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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＜重要事項説明書附属文書＞ 

１．施設概要 

（１） 建物構造     鉄骨鉄筋コンクリート造 地上６階・地下１階 

（２） 建物延べ床面積  5,073.87 ㎡ 

（３） 併設事業 

当施設では、次の事業を併設しています。 

【指定短期入所者生活介護】     平成 27 年 12 月 1日開設 大阪市指定 2773306929 号 

【指定介護予防短期入所者生活介護】 平成 27年 12 月 1日開設 大阪市指定 2773306929 号 

（４） 施設周辺環境 

（騒音、日当たり等） 

 

２．職員配置状況 

 職員配置職種 

 介 護 職 員  … ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等 

を行います。 

3 名の利用者に対し、1名以上の介護職員を配置しています。 

 生 活 相 談 員  … ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜、生活支援を行います。 

1 名の生活相談員を配置しています。 

 看 護 職 員  … 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上 

の介護・介助等も行います。 

 機能訓練指導員  … ご契約者の機能訓練を担当します。 

1 名の機能訓練指導員を配置しています。 

 介護支援専門員  … ご契約に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

生活相談員が兼ねる場合もあります。 

2 名の介護支援専門員を配置しています。 

  医   師   … ご契約者に対し、健康管理及び療養上の指導を行います。 

1 名の医師を配置しています。 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ（契約書 第２条参照） 

 ご契約に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する『施設

サービス計画（ケアプラン）』に定めます。 

『施設サービス（ケアプラン』の作成及びその変更は次の通り、行います。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案作成やそ

のために必要な調査等の業務を担当させます。  

②  その担当者は施設サービス計画の原案についてご契約者及びその家族等に対して説明

し、同意を得て上で決定します。  

③  施設サービス計画は、6 ヵ月（※要介護認定有効期間）に 1 回もしくはご契約者及び

その家族等の要請に応じて変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場

合には、ご契約者及びその家族等と協議し、施設サービス計画を変更します。  
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４．サービス提供における事業者の義務（契約書 第８条・第９条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスをするにあたって次のことを守ります。 
 

① ご契約者の生命・身体・財産の安全確保に配慮します。 

② ご契約者の体調・健康状態から必要な場合には、医師又は看護職員と連携し、ご契約者

から聴取・確認します。 

③ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに要介護認定の更

新の申請のための必要な援助を行います。 

④ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管すると共に、ご契約者又

は代理人の請求に応じて閲覧・複写物を交付します。 

⑤ ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

但し、ご契約者又は他の利用者等の生命・身体を保護するために緊急やむを得ない場合

には、記録を記載する等、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑥ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご契

約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務) 

但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身

等の情報を提供します 

また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、予め文書にてご契約者の同意

を得ます。 
 

 

５．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場として快適性・安全

性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１） 持ち込みの制限 

入所にあたり以下のものは持ち込むことが出来ません。 

 火災の恐れのあるもの 

 他の利用者の迷惑となるもの 

（２） 面会 

面会時間  ９：００～１９：００ 

※ 来訪者は、必ず、受付にて記名して下さい。 

（３） 外出・外泊（契約書 第２２条参照） 

外出・外泊される場合は、必ず、外出・外泊届をご提出いただき、事前にお申し出下さい。 

（４） 食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。 

前日１７：００迄にお申し出があり、減食が可能な場合は重要事項説明書５(２)②に定める

『食事に係る自己負担額』は減免されます。 

（５） 施設設備の使用上の注意（契約書 第１０条参照） 

 居室及び共用施設・敷地をその本来の用途に従ってご利用下さい。 

 故意又はわずかな注意を払えば避けられたにも関わらず、施設設備を壊したり、汚したり

した場合には、ご契約者の自己負担により現状復帰していただくか、相当額の代価をお支

払いただく場合があります。 

 ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を講じることが出来るものとします。 

④  施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その

内容を確認していただきます。  
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但し、その場合には、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

 当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動・政治活動・営利活動を

行うことは出来ません。 

（６） 喫煙 

施設内の喫煙スペース以外での喫煙は出来ません。 

 

６．損害賠償について（契約書 第１１条・第１２条参照） 

 当施設において、事業者の責任により、ご契約者に生じた損壊については、事業者は速やかに

その損害を賠償致します。 

守秘義務に違反した場合も同様と致します。 

 但し、その損害の発生についてご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められるときに限り、事業者の損害賠償の額を減じる場

合があります。 

 

介護報酬改定に伴う改訂版 

令和 元 年 10 月 1日 

令和  3  年 4 月 1日 

令和  3  年 8 月 1日 

令和  4  年 10 月 1日 

令和  6  年 4 月 1日 

令和  6  年 6 月 1日 

令和  6  年 8 月 1日 

 


